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統括社
社名：MonaVie,Inc.（モナヴィー・インク）

所在地：10757 South River Front Parkway Suite 110 Salt Lake City, Utah 84095
電話：1-801-253-8127　ファックス：1-801-253-8129

代表取締役： Dallin Larsen（ダリン・ラーセン）

MonaVie Japan Customer Service（モナヴィー　ジャパン・カスタマー・サービス）
電話（アメリカ）　日本時間午前８時～午後１時：1-801-227-5069

ファックス（日本） 　２４時間受付：03-4496-4528
Eメール　２４時間受付： japancs@monavie.com

公式ウェブサイト：www.monavie.com

紹介者記入欄（必ずご記入下さい）

氏名

ID番号

住所

電話番号

メールアドレス





モナヴィーについて

モナーク・ヘルス・サイエンシス（モナヴィー製品の開発研究を行う企業）の子会社。2005年１月
設立。アメリカのユタ州、ソルトレイク市に拠点を置き、ブラジル、熱帯雨林原産のアサイ・ベリ
ーを使用した健康飲料を提供しています。当社はブラジルにアサイ・ベリーの加工工場を所有
するほか、ブラジルの貧しい子供たちの支援を行うための人道非営利組織「モアー・プロジェク
ト」を運営しています。当社では、日本のディストリビューターの皆様のサポートを行うため、日
本人による日本語でのカスタマー・サービスをご提供しています。

ディストリビューター登録

モナヴィーのディストリビューター登録は、満20歳以上の学生以外であればどなたでも行うこと
ができます。公務員の方がディストリビューター登録を希望される場合は、就労上の規定や公務
員法などの関連法規を遵守の上、自己責任で登録しなければなりません。ディストリビューター
として登録を行う方はこの文書に基づき、紹介者から詳しい説明を受けていなければなりませ
ん。この文書の内容を十分に理解した上で「ディストリビューター登録書」に必要事項を記入し
当社までファックスにて提出いただくか、オンライン上にてご登録ください。（尚、当社では当社
独自の判断により登録をお断りする場合がございます。この場合、本登録をされた方々よりお支
払い頂いた金額は全てお返しいたします。）

ディストリビューターの特定負担金

登録を希望される方は、登録料39ドル（4,485円）をお支払い下さい。
ディストリビューターシップの更新は毎年ご自分の登録日に行われます。登録更新料は20ドル
です。

取り扱い製品

製品は全て個人輸入を通してご購入いただけます。送料は1ケース当たり35ドル（4,025円）とな
ります。

①モナヴィー・オリジナル
特徴；アサイ・ベリーを主成分とし、19種類のフルーツが含まれた健康飲料。
内容量（1本）：750ml
ディストリビューター価格（1ケース4本入り）：120ドル（13,800円）PV：100

②モナヴィー・アクティブ
特徴：モナヴィー・オリジナルにグルコサミンと必須脂肪酸を加えた、活動的なライフスタイル
をサポートする健康飲料。
内容量：（1本）：750ml
ディストリビューター価格（1ケース4本入り）：130ドル（14,950円）PV：100

③モナヴィー・コンビネーション
特徴；モナヴィー・オリジナル2本、モナヴィー・アクティブ2本で1ケースのセットになっています。
内容量：（オリジナル1本）  750ml  （アクティブ1本）  750ml
ディストリビューター価格：（1ケース4本入り）：125ドル（14,375円）PV：100

④モナヴィー・オリジナルジェル
特徴：モナヴィー・オリジナルジュースの持つ全ての利点とジェルパックの便利さを合わせた携
帯可能な健康食品。
内容量：（１パック）：３０ｍL
ディストリビューター価格（２ケース５６パック入り）：１３０ドル（１４，９５０円）
PV:１００



ディストリビューターの資格
　
登録料を支払いモナヴィーのディストリビューターになると、モナヴィーの製品を個人輸入する
ことができます。また、知人や友人などに当社の製品を紹介し、広めることができます。但し、如
何なる場合においても個人輸入を通して購入した当社の製品を小売販売することはできませ
ん。また、コンペンセーション・プランの受給資格を満たすことでコンペンセーション・プランに
従ってコミッションを受けることができます。

オートシップ・プログラム

モナヴィーではディストリビューターの便宜を図るため、4週間ごとに自動的に製品が発送され
るオートシップ・プログラムを設けています。オートシップは初回オートシップが発送された日か
ら4週間ごとに発送されます。オートシップ・プログラムへの参加をご希望のディストリビュータ
ーは「注文書/オートシップ注文書」に必要事項を記入するか、カスタマー・サービスまで直接ご
連絡下さい。尚、このプログラムへの参加は強制ではありません。

コミッション

コミッション受給資格を満たし、また組織で売り上げが発生することにより、ディストリビュータ
ーはモナヴィーのコンペンセーション・プランに従ってコミッションを得る事が出来ます。

コンペンセーション・プラン概要
初回注文ボーナス（ＦＯＢ）（ファーストオーダー・ボーナス）
これは、個人的にスポンサーになっているディストリビューターがモナヴィー製品を初めて発注
した際に支払われる１回限りのボーナスで、１００ＰＶの資格のあるディストリビューターに、
２０％（最大２０ドル）の初回注文ボーナスが支払われます。初回発注の週に資格を満たして
いない場合、その初回注文ボーナスを得るためには、次の３週間以内に資格を満たしたディス
トリビューターになる必要があります。

スターメーカー・ボーナス
100ＰＶ以上の資格のあるディストリビューターは、スターメーカー・ボーナスに参加することが
できます。自分が個人的にスポンサーになっているディストリビューターがモナヴィービジネス
の基本ランクであるスターに昇格した場合に、スターメーカー・ボーナスとして４０ドルが支払
われます。

チーム・コミッション 
モナヴィーのプランにおけるチーム・コミッションは、バイナリ方式です。バイナリ方式とは、新し
いディストリビューターがスポンサーの組織の2本のダウンライン(右または左)のいずれかに
配置される方式のことです。そのディストリビューターは、その後自分の2本のダウンライン構築
の成功度にもとづいて報酬を受け取ることになります。スポンサー(あるいは、アップラインの誰
か)も、自分の組織下に新しいディストリビューターを配置することができます。自分のグループが
拡大すると、少ないほうのダウンラインの合計ボリュームにもとづいてチーム・コミッションを得
る資格が与えられます。

チーム・コミッションの計算方法：自分自身と自分が個人的にスポンサーになっている2人のディ
ストリビューターが100 PV以上でアクティブな場合、10%までのチーム・コミッションを獲得する
資格があります。

エグゼクティブ・チェックマッチ
現場のエグゼクティブに十分な報酬を支払うために、モナヴィーではエグゼクティブ・チェックマ
ッチというプログラムを準備しました。このプログラムでは、自分の個人登録ツリーにおいて個
人的にスポンサーになっているディストリビューター、そのディストリビューターがスポンサーに
なっているディストリビューターなど最高で7世代のエグゼクティブまでに支払われたチーム・コ
ミッションに対して、エグゼクティブ・チェックマッチを獲得できます。エグゼクティブのランクが
上がると、エグゼクティブ・チェックマッチの支払い対象になる世代数も増加します。



エグゼクティブ・チェックマッチは、自分の登録ツリーのダウンライン内に配置されたエグゼク
ティブに対してだけでなく、各種のスター・ランクのディストリビューターに関しても支払われま
す。1つの世代は、1人の資格あるエグゼクティブが見つかった段階で終わります。ダウンライン
の段階の深さには関係ありません。エグゼクティブ・チェックマッチの水平レベルでの広がりに
は制限がありません。したがって、収入を最大限に増やすには、より高いエグゼクティブのランク
に昇格し、個人的に多くのディストリビューターのスポンサーになればいいのです。そうすれば、
エグゼクティブ・チェックマッチの獲得対象になる個人登録ツリーのダウンラインを多く作成で
きるのです。

ブルー・ダイヤモンド・リーダーシップ・プール
モナヴィーは、会社の合計GVの1%を、100 PV以上のブルー・ダイヤモンドというエリート・ランクの
人々のために確保しています。資格のあるブルー・ダイヤモンドは、資格のあるブロンズ・エグゼク
ティブ以上がいる個人登録ツリー・ダウンラインのそれぞれに対して、このプールの1ユニットが
支払われます。資格のあるエグゼクティブのいるダウンラインの作成数が多ければ、モナヴィーの
ブルー・ダイヤモンド・プールで獲得できるユニット数も多くなります。それから、会社の合計GVの
1%が、それぞれこのプールに貢献したボリュームにもとづいて、資格のあるブルー・ダイヤモンド
全員に分配されます。

ブラック・ダイヤモンド・リーダーシップ・プール
モナヴィーは、会社の合計GVの1%を、100 PV以上のエグゼクティブ・プレミア・ランクの人々のため
に確保しています。資格のあるブラック・ダイヤモンド以上の人は、資格のあるダイヤモンド・エグゼ
クティブ以上がいる個人登録ツリーダウンラインのそれぞれについて、このプールから複数ユニッ
トが支払われます。資格のあるダイヤモンド・エグゼクティブのいるダウンラインの作成数が多くな
り、そしてより高いエグゼクティブ・プレミア・ランクに昇格すると、モナヴィーのブラック・ダイヤモン
ド・リーダーシップ・プールから獲得できるユニット数も多くなります。それから、会社の合計GVの
1%が、それぞれこのプールに貢献したボリュームにもとづいて、資格のあるプレミア・エグゼクティ
ブ全員に分配されます。

クーリング・オフ（契約の解除）

モナヴィーの「ディストリビューター登録書」を提出し、ディストリビューターになるための登録
を行った日か、製品と共にビジネス・キットを受け取った日のいずれか遅い日から数えて20日以
内であれば、書面によってディストリビューターの契約や製品購入のお申し込みを無条件で取
り消すことができます。この時、すでにお支払い済みの製品代金は返品確認後全額品金いたし
ます。この契約の解消や撤回に伴い、違約金や損害賠償などは一切請求いたしません。

契約を解除される場合はクーリングオフ用紙をファックスにて０３－４４９６－４５２８まで
お送り下さい。クーリングオフ用紙はバックオフィスからダウンロードできます。又は、カスタマ
ーサービスに連絡し、ファックスにてクーリングオフ用紙を受け取ることができます。製品の返
品に関しては「製品の返品」の項をご覧ください。

ディストリビューターの解約と返品

ディストリビューターは書面にてディストリビューター登録の撤回を申し出ることができます。書
面に解約希望の旨を記入し、モナヴィーに提出して下さい。クーリングオフ期間中、製品を返品
される場合は事前にモナヴィーに連絡し、返品確認番号（RMA）を取得し、返品する小包にその
番号を明記してください。返品確認番号のない返品は受け付けていません。クーリングオフ期間
終了後の場合、製品受領後90日間以内であれば、返品することができます。ただし返品手数料と
して製品代金の20％が請求されます。この場合も返品確認番号が必要で、送料なども戻りませ
ん。また、返品のための送料はお客様の負担となります。さらに、クーリングオフの場合も含めて
開封された製品や使用された製品を返品することはできません。

コミッションやボーナスの支払い後、ダウンラインのディストリビューターが契約を解除し、返品
した場合、その製品に関するコミッションやボーナスは次回のお支払い時に差し引かれます。



勧誘時の禁止行為

１．	 未成年者、学生、成年被後見人、被保佐人を勧誘することはできません。
２．	 当社の製品を医療品として病気の予防や治療の目的で紹介することは禁止されています。
３．	 ディストリビューター登録への勧誘目的であることを明確にせず、公衆の出入りのない場

所に勧誘したり、しつこくつきまとい勧誘することは禁止されています。
４．	 相手方に当社の製品の種類、性能、品質について説明しなかったり、事実と異なる説明を

してはなりません。
５．	 相手方にビジネスの仕組み、製品の価格などについて説明しなかったり、事実と異なる説

明をしてはなりません。
６．	 登録や製品に関し、本人以外のクレジットカードの使用や立て替え、融資の斡旋を行った

り、借金を勧めたりしてはなりません。
７．	 極めて特異な例を挙げて、誰でも成功するかのような誘い方をしてはなりません。
８．	 紹介するだけでお金が入るなど誰でも成功するかのような誘い方をしてはなりません。
９．	 コミッションやボーナスについて説明しなかったり、事実と異なる事を言ってはなりませ

ん。
１０．	 クーリングオフ（契約の解除）について説明しなかったり、事実と異なる事を言っては

なりません。
１１．	 相手方が契約するときや、契約を解除するとき、それを妨げるために重要な事実を隠

したり、事実でないことを言ってはなりません。また、それらを妨げるために脅迫したり、困
惑させてはなりません。

１２．	 相手方の判断に重大な影響を及ぼす重要な事柄について説明しなかったり、事実と
異なることを言ってはなりません。

１３．	 相手方が希望しないにも拘わらず、未承諾広告メール（迷惑メール）を繰り返し送信
することは禁止されています。

１４．	 当社の規約や関連法に違反する言動、行動をとってはなりません。
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